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＂＇、H川

説労
働
法
と
そ
の
周
沼

（

r
l〉

典

日
月

V8Lr 

震

ーム
ノ、

欠
情
事
川

国
立
大
学
法
人
に
み
る
教
総
員
の
欠
絡
事
由

国
立
大
学
山
人
の
職
員
（
常
勤
職
周
一
ー
／
ず
れ
M
る
ー
に
め
に
は
、
凶

υ
大
一
J
法
人
生

4

職
員
採
川
市
試
験
実
施
委
員
会
心
行
ム
職
口
問
内
情
試
験

た
わ
一
次
試
験
）
を
受
験
、
六
戸
一
れ
い
ま
「
合
捺
す
る
一
一
方
f

｝
が
ほ
則
子
二
l

－
必
要
に
な
る
じ

、
）
か
市
二
誰
で
も
受
験
吋
能
と

1
1わ
け
と
は
な
く
、
，
一
成
一
一
一
介
i

反
問
r
大
学
法
人
手
仲
間
口
採
い
い
試
験
の
場
合
、
間
相
斗
七
年

四
月

E
以
降
に

4
ま
れ
に
お
一
で
あ
る
こ
と
に
釘
え
、
次
の
よ
う
日
欠
成
事
臼
（
採
用
試
験
を
受
験
で
き
な
い
者
）

の
い
ず
れ
に

4
該
当
1

ど
な
い
こ
こ
が
、
そ
の
長
験
資
樗
こ
さ
れ
て
い
る
〉

（
丸
八
二

4）

－
）
成
年
波
止
問
ド
凡
人
及
び
被
が
”
何
人

、
準
雄
市
中
旧
留
軍
杓
！
な
ん
同
4
じ

三
）
A

也
市
鋼
以
仁
の
別
に
処
ぜ
ら
れ
、
で
の
執
行
争
終
わ
る
ま
と
の
苔
ー
は
そ
の
耐
の
執
行
猶
予
の
問
問
中
の
名
そ
の
他
そ
の
執
行
を

受
け
る
こ
と
か
尽
く
以
る
ま
で
わ
者
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r日

（
ミ
ニ
然
成
前
町
田
m
J
A
は
こ
れ
に
相
当
ず
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
与
す
で
、
そ
の
処
分
の
ヨ
か
、
つ
↓
年
U
7
一
経
過
し
て
い
な
い
者

7
3
）
日
本
同
門
に
い
b
け
い
る
活
動
に
制
限
の
な
い
い
什
留
資
棒
を
台

L
な
い
若

J、
円問

、L
心、ぺ
p
り、

3
）
の
欠
唱
門
事
刊
は

対
じ
て
明
ら
か
な
よ
う
ピ
、
白
衣
公
務
員
法
一
八
条
号
必
い
し
一
二
号
に
規
り
に

l 

ず
る
城
川
、
心
欠
格
宇
山
刊
を
そ
の
そ
ア
ル
と

L
て
、
る
n

へ
1
）
に
占
め
る
一
押
栄
治
産
者
を
含
む
ー
こ
の
町
村
併
は
、
百
家
公
務
門
司
法
二
八
条

号
に
は
同
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
あ
る
が
、

レ
比
法
の
叩
山
本
」
改
d
L
9
る
法
律
（
り
υ航
行
に
伴
う
判
官
刃
係
法
印
の
恥
し
満
生
J

に
均
す
る
ひ
律
宗
l

成
一

月
八
日
法
律
第

2ι

号） 

U
W引
ム
一
条
を
一
根
拠
と
し
ご
い
ね
旬
、
浪
守
ロ
ヤ
刊
で
あ
る
糸
川
市
山
長
者
に
つ
い
て
も
、
巴
京
公
務
員
法
の
も
と
で
は
依
然
と
し
て

（
〕
同
条
ム
わ
号
山
手
間
）
中
汗
同
す
し
し
し
て
い
る
す
に
に
、
こ
う
［
た
知
識
が
乏
政
持
に
な
け
れ
ば
、
そ
心
転
院

hxwm事
山
に
f
山
巾

l
fる
こ
と

は
到
昨
山
市
内
解
で
き
た
）
い
）

ま
た

、りもり一

ι

つ
い
て
も
、
こ
の
ま
ま
て
は
以
問
令
誌
で
懲
戒
解
原
穴
、
れ
に
者
で
め
っ
て
も
、
解
震
後

』
問
は
M
川

lv？
十
八
学

M
L
へ

心
臓
口
に
は
な
れ
な
い
こ
と
に
な

J

て
し
ま
い
、
と
れ
JY
も
っ
て
、

M
門
家
公
務
員
以
一
八
条
二
口
な
の
規
定
中
」
踏
襲
し
に

強
弁
す
る
こ
L
Y

に
は
お
よ
そ
法
…
開
が
あ
る
じ
し
た
が
っ
て
、
そ
の
付
象
範
同
は
、
国
永
公
務
口
叶
町
代
の
ネ
れ
古
少
な
く
と
さ
υ
萌
え
な
い

一
三
ノ
に
改
め
る
必
支
が
あ
る
ご

さ
三
日
、
法
人
化
｛
臼
家
公
務
ド
パ
／
）

L
て
心
身
分
の
苔
ち
に
伴
い
、

一
父
凶
収
資
持
こ
し
て
却
揮
す
ノ
の
を
や
の
だ
こ
と
は

vum訴
で
き
る
と
は
い
え
、
国
主
公
務
日
法
二
八
条

4
日
に
規
心
す
る
日
本
M
門
事
作

に
あ
る
よ
う
に
、
目
立
大
学
法
人
等
昨
日
v
M湾
変
刊
を

村山一
J

円ノ
1
1
叶人山町～～ヲ｝、～
J

、戸、、

的／
f
r
1
J
P
F
l
t
主
L
v
i

日
卒
中
」
憲
法
え
は
そ
の
一
に
成
げ
し
た
政
府
を
暴
力
て
彼
壊
す
る
こ
子
hyι

ム
丁
張
す
J

る
政
1
2
凡
そ
の
油
の
い
体

を
結
成

L

rxは
こ
孔
に
切
人
し
た
者
ー

ま
で
、
日
判
明
試
朕
に
お
付
る
欠
格
宇
山
刊
か
ら
仇
比
四
円

L
て
し
ま
っ
～
L
J
と
は

や
は
り
立
病
汁

す
U
L
Uと
い
わ
さ
る
デ
戸
寸
以
レ
じ
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役
人
の
作
文
1

｝
い
え
ば
そ
れ
ま
さ
で
あ
る
が

ヨ
ム
で
と
い
う
凶
ハ
み
が
あ
コ
〈

初
め
て
囚

υ一
仁
学
主
一
立
存
ず
る
c

…
氏
尻
市
に
よ
多
山
知

の
ね
全
リ
運
営
貨
六
人
引
い
金
が

内
斗
大
学
法
人
に
は
投
↓
へ
さ
れ
て
い
る
。
十
干
の
作
人
か
つ
は

そ
う
し
2
1

副
党
が
ま
う
た
く
と
い
っ
て

よ
い
ほ
f
P
R
わ
っ
て
戸
一
な
い
の
て
あ
る

他
方
、
当
家
公
務
只
に
つ
い
て
は
欠
情
事
由
が
け
時
に
尖
議
事
山
と
も
な
る
こ
ζ

川
家
公
務
員
法
l

〕
六
条
）

お
今
ふ
ひ
敦
同
一

つ
ハ
ア
」
牛
小
、

r

l

、
f
y

表
ー
に
み
る
よ
う
｛
ぺ

説
家
公
務
門
司
法
一
一
へ
条
と
は
そ
り
河
村
が
わ
ず
か
に
具
立
る
欠
仇
宇
山
や
規
定
し
に
円
ザ
ナ
校
教
青
法

九
条

L
す
か
ど
会
出
川

何
者
心
1

ハ
体
約
三
河
い
に
つ
レ
て
は
没
直
「
る
が
通
用
さ
れ
る
こ
、
こ
か
ら
、
多
〈
の
五

υ
大
学
法
人
は

んイーに

戸
一
心
学
校
教
心
打
法
の
｛
疋
山
り
に
も
日
を
花
わ
っ
つ

ご
れ
古
救
峨
C
円
の
解
尽
事
由
と
し
て
就
業
胤
引
に
規
ど
FJ
る
三
と
に
な
っ
た
し

表

同
家
公
務
員
法
お
よ
び
学
校
教
背
法
に
定
め
る
欠
格
事
由
（
現
行
規
定

ノ偽決と干の司辺（干c:

第

燃店B，失hえ ま点tでt栄淵~）， J点ヰ後限入"" 小j在L主l ヰ院別人説 三十条八 格a項欠1' 

f品ざc/Jゾj L 上 なの次）ののい μ の

処7号八？3子 liiJ ハめ 各w. 勺

革思法
に又 る

日処：土 坊ノを、の

るせ被1人·~ い日ーこら 才ず工、これ

言当誌 がな 〆？？、 ；〈ま 古に、

う処y Jくよ の
刀、 ロヲ

（ノつ る 干キ克fシつ'.¥ 子 4口& 日ま
1；ぃ ・cc、一 コる' 
ら の hノ＼屯 l土、
二 者 る

又；士 第条九

イ右J只U絞4人,, 

j谷問：土H札I佐叶枝氏}'. 

？己丈 ；た

さ） 草σ》

J主守

、.. c~ 

1て〉【 と L、

校学教育法
；ま ）~ ず才1

去レJし 被↑佐!JC きか
Fチd' ：~ 

4← 
I品単 昌

《コ

F土} 」lま" 
は
奇；

ふ4」1:<' イ
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r日J、
円問

ん
汁
ー
を
は
げ
よ
l

過
7

し
な
い
ヌ

hi 

人
事
院
の
人
事
円
又
は
事
務
松
長
の
杭
に
あ
っ
て

ロ
勺
に
一
議
」
↓
ず
る
こ
〉
に
よ
り
免
許
状
が
不
の
効
力
を
失

ぺ山
4
1
7十
六
効
の

U
か
っ

司
吉
川
吋
過
ヲ
）
な
い
者

仕
事
行
九
条
か
ら
一
第
百
！
二
条
ま
↑
〈
に
規
4

去
は
る
罪
を
犯

し
帥
川
｛
九

ら
れ
た
名

凶

教
古
帆
帆
門
H
hノ
亦
訂
以
内
対

条
第
一
山
ほ
か
い

J

第
今
一
項
ま

日
十
平
均
憲
法
施
行
の
日
以
徒
に
お
い
ど
、

日
本
当
志

ゲ
、
の
川
胤
定
に
令
ふ
り
古
A
J
占
状
取
上
げ
の
処
分
心
V
F
J
～日、一一

引
を
が
返
し
な
い
者

" 

リ
京
市
憲
法
被
行
心
円
以
徒
に
お
い
て
、

川
本
判
定

干す

法
又
は
干
の
卜
に
成
立
し
た
政
？
汁
を
暴
力
で
彼
暁

rJ司令

こ
と
を
4

下
張
す
る
は
党
ワ
で
の
絞
り
同
体
p
ど
結
成
し
、
寸
人

は
こ
れ
に
加
入
L
丈
高

寸
法
又
は
そ
の

F
に
成
？
U

し
た
ば
的
主
暴
力
で
純
一
段
す
る

と
と
を

r
張
「
る
段
党
そ
の
位
C
臼
υ

い
か
仙
成
し
、
J

人

は
ご
れ
に
加
入
し
た
者

た
と
え
ば
ふ
う
し
た
判
の
一
つ
に
十
人
以
大
？
の
教
職
iH就
業
規
則
が
お
り

（
解
一
一
穿

第
二
一
条

教
職
誌
が
次
の
与
し
ヲ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

博
一
一
す
る
。

：j
i

 

手んだ
L
、
そ
の
材
交
に
PL
り
な
い
場
合
に
は

」
的
拘
山
川
柏
戸
ヂ
n
R
日
ζ

寺

七、
νコ

そ
れ
は
次
の
」
ょ
に
規
定
寸
る
つ

大口
Y
こ
の
間
で
一
一
川
関
係
を
維
？
行
し
が
た
い
場
合
に
は

れ
を
降
任

降
格
↓
又
は
降
給
に
と
ど
め
る
f
と
が
あ
る

心一一
34η
故
障
の
ー
～
め
議
務
け
泌
／
れ
に
支
院
が
d

め
れ
二
又
は
こ
れ
に
終
え
な
い
と
さ
。

ι応
一
玉
井
十
九

ιFι

寺ぅ

河
条
第
点
第
一
号
か
ら
第
一
い
T
J

ま
で
及
び
第
十
号
に
お
け
る
中
山
に
よ
り
休
職
と
し
た
者
に
つ
い
て

n 
え／
ら
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ノ偽決と干の司辺（干c:

め
る
休
秋
山
－
期
間
げ
か
治
r
j
、
）
た
い
も
か

な
お
休
牧
事
臼
が
消
滅
）
て
し
な
し
と
き

v

凶

そ
の
他
職
務
を
叫
吟
行
す
る
た
め
仁
必
裂
な
資
は
け
又
は
迫
溶
性
を
欠
p

、〆」もさ。

子i

は
ザ
一
上
J
v
へ
は
栄
治
l
ゃ
れ
を
作
な
い
事
白
川
に
よ
る
ζ

き
J

つ」

数
議
員
ト
1
1の
谷
口
勺
乃
ソ
J

ず
れ
か

r
t心中
j
Lリ
J

る
場
九
円
は
、
静
一
時6
す
る
。

成
年
波
止
問
ド
九
人
又
は
被
が
俳
人
と
な
コ
た
ζ

き。

↓
み
両
以
一
心
酢
川
に
処
せ
ら
れ
た
と
き

円
ト
仏
判
憲
法
又
は
を
パ
νJFに
成
？
υ
し
f
、
双
山
川
吉
暴
hu
で
破
駁
す
る
い
一
と

V
主
張
す
る
政
党
そ

T

－
A
仲
を
結
成
し
、
又
は

わ
に
加
入
し
た
と
き
っ

3 

第
一
療
の
視
P
U

品
に
よ
る
勝
一
一
を
打
う
場
合
い
お
い
て
は

条
に
規
定
す

止
は
労
基
出
第
一

一
C
U
v川
に
そ

C
F
b
h亡
す
る
か
、

る
引
卜
均
完
全
心
一
心
ヨ
八
戸

J

を
正
弘
、
つ
の
た
だ
し

子
山
心
ゴ
品
は
は

半
i
均
賃
金
を
支
払
つ
一
九
一

l
数
に
『
い
】
じ

4 

第
一
尽
の
規
定
に
よ
る
騨
一
層
、
阪
い
匹
、
降
格
又
は
降
絵
F

ピ
む
よ
ノ
場
ム
n
に
お
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
不
同
服
申
し
V

て

の
健
会
J
E
L
7
5
Q
C

こ
の
う
ち
欠
格
】
事
引
に
茶
コ
く
べ
私
条
項
に
当
た
る
の
は

叫
は
と
い
う
こ
〈
に
な
r叫
が
、
巾
」
快
失
殺
で
あ
r日
以

l
、

国
一
政
r

者
仁

つ
い
亡
は
、
所
属
、
〈
は
い
つ
亡
も
、
じ
ロ
歪
併
界
中
1

埜
坪
解
極
T

〕
は
兵
、
仙
h
、
解
一
定
一
子
駅
ー
や
不
服
巾
げ
と
の
機
会
は
こ
れ
を
認
ぬ
る
、
き

円
し
ゃ
J
悦

為

l

品、。

；
j

v

 

、
：
＝
百
円
（
お
へ
ハ
小
辺
汁
ノ
ザ
は
、
そ
の
対
象
か
一
第
一
一
円
引
の
胤
定
に
土
台
解
一
原
」
に
限
定
L
て
い
る
。

に
し
か
に
、
↑
一
八
裕
宇
山
に
つ
レ
て
は
、
併
用
平
山
で
は
は
ノ
＼

V
M
W
帆
事
由
と

L
C規
’
止
す
る
と
レ
ぅ
選
択
肢
も
糸
っ
た
〈
失
恥
条
項
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r日

と
、
〕
て
は
、
そ
の
卜
々
が
わ
か
り
や
オ
い
と
も
い

、γ
h
I
7し

一
項
一
口
勺
ま
た
は
一
号
の
し
い
「
れ
か
に
設
当
ャ
ー
る
主
ロ
い
つ
い
て
は

返
品
帆
千
ω
半
、
支
給
1

J

な
い
こ
と
J

V

一
当
初
か
り
仇
め
て
い
た
の
で
、
U

J

抗
手
14
巾

こ
と
を
が
掠
こ
ず
る
有
ヒ
、
こ
れ
h
心
者
を

J、
円問

れ
が
唯
こ
ゾ
ハ
川
け
ず
る
h

ヶヲ、

I
r
r
i－
－

1
1
J
J
J
 
反
終
的
に
は
い
一
れ
中
目
別
一
一
事
山
ζ

し
に

P

心
は
め
る
ん
向
で
山
一
FAを
み
～
一

ホふー～一、

一
項
二
勺
は
、
学
絞
殺
育
法
九
条
二
妙
心
規
定
zゼ
ベ

i
ス
と
「
る
l
h
d
’乙な
3

7
、
ゴ
一
が
、
採
用
後
に
粂
淵
以
上
り
け
ピ

A

－つれ卜
jl

と
き
は
、
執
／
仁
経
子
ト
f

吋
く
／
一
志

Y

」
に
万
一
か
わ
ら
－

F
、
k
i
家
公
立
判
員
法
＝
八
h
h

択
に
の
山
間
で
沢
が
生
じ
日
い

よ
一
〕
に
採
用
山
に
前

。
年
十
）
肝
治
し
て

そ
の
こ
と
ど
刻
、
b
r
J
に
山
内
用
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に

の
λ
け
し
に
が
牛
じ
る
）
じ
こ
わ
ょ
う
は
平
清
か
ら
そ
う
し
た
こ
と
宏
、
こ
こ
で
は
正
芳
し
て
お
き
た
い
〈

ーた
zr

～
同
ー
リ
大
rf
む
な
か
に
は

東
京
大
学
の
よ
ろ
に

欠
同
刑
事
由
、
と
し
く
就
業
規
制
に
定
め
る

一
林
市
泊
以
ニ
C
別
川
に
処
そ
ハ
一
れ
た

日
い
ん
勾
ふ
司

ノ

か
h
一「一一項打狛，
y
が
利
さ
れ
た
現
今

と
除
外
L
て
い
る
大
学
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
京
都
大
字
む
よ
う
に
、
こ
の
上
う
な
欠
格

事
出
に
慕
っ
く
止
へ
職
条
尽
｛
昭
一
層
淀
川
じ
～

t
z
J
O門
戸
も
新
斗
支
局
別
に
設
け
て
い
白
い
た
字
も
あ
る
わ
し
介
が
っ
亡
、

i
八
品
以
大
学
の
杭
正
一
以

ほ
則
を
山
ぺ
剖
一
し
仁
ま
で
い
う
つ
も
り
は
、
筆
者
同
も
な
い
〈

主ょ

つ
い
て
は
ら
に
み
た
よ
う
な
失
職
条
雨
明

三
町
仙
菜
規
則
い
設
け
ム

J

れ
て
い
な
い
場
ι口
で
あ
ハ
て
も

J

子
校
教
育
法
九
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
条
り
含
勺
の
し
い
ず
れ
か
い
該
当
す
る
に
ぎ
っ
と
少
～
き
二
一
号
該
当
の
坊
合
、
談
判
決

は
、
汀
動
的
に
そ
の

の
と
亥
J

、九
ρ
つ、れず
Q
3

就
主
規
則
に
定
め
る
失
職
久
市
出
（
は

い
わ
は
市
羽
山
均
月
心
円
二
コ
ノ
ぎ
な
い

（
学
一
一
伐
教
育
法
九
条
が
強
行
胤
だ
で
あ
る
と
「
令
仁
、

ベ
刊
一
条
に
述
反
」
；
る
規
定
を
救
荒
川
忠
則
に
長
け
丈

／）し亡
J
竹
山
市
t

効
に

こ

ι
に
も
印
字
u
z
T
J
る
必
叫
が
あ
ろ
う

1f)x人法学lGl l仁 6) :0:'8 [2υ12. 1、



欠
格
事
ー
一
と

υ
て
の
公
権
の
初
音
7
停
止

免
官
ノ

ヲ
吊
一
ウ
タ
ル
者
ハ
文
ノ
許
杭
ヲ
ペ
ヒ
片
付
ル

U
ヨ
1
ノ
午
明
日
戦
二
就
今
一
！
ト
弓
件
ス
」
。
明
治
年
一
月
二
八
ド

に
牝
ハ
luu
一
ハ
一
サ
乙
し
て
公
布
さ
れ
た
支
店
慾
！
帆
や
は
、
…
て
の
凶
与
、
墳
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
む
め
る
ャ
乙
に
な
る
υ

バ
バ
に
み
れ
に

出
家
公
務
員
法
－
八
条
一
一
号
（
民
寸
公
務
員
法
一
人
宏
一
一
号
も
ほ
ぼ
日
じ
）

の
規
定
は
、
こ
こ
に
由
来
す
る
ζ

い
っ
て
A

J
口

し
か
し
、

丈
〕
口
懲
戒
告
一
川
川
時
に
公
ト
わ
じ
οれ
た
t
f
よ
h
汗
別
人
υ

五
勺
）
に
J

勺、

、訪〈
ρ
弟
ハ

口
三
に
も
、
文
官
分
限
ん
い
「
』
川
町
令
第
六

そ
れ
以
外
心
欠
格
宇
山
が
定
め
ら
れ
7

匂
こ
と
は
な
か
っ
た
c

よ
れ
正
保
に
い
え
ば
、
志
家
公
務
長
法
や
地
方
公
務
員
法
が
市
｛
41r
れ
る

ま
で
、
正
点
一
三
官
～
）

に
お
化

L
t欠
格
条
項
目
ω
設
い
じ
ら
れ
る
こ
2
は
な
お
っ

rり
で
z
ぬる〈

ー円、
L

了え叶い、

一
心
開
の
事
倍
近
、
地
日
小
」
務
長
は
（
市
ね

十
戸
公
一
一
月
一

H
K伴
第

ハ

H
O
J
V
M制
～
記
さ
れ
た
前
後
に
出
版

さ
れ
に
、
同
よ
じ
り
ゴ
ン
メ
ノ
タ

l
ル

当
時
む
地
七
ヲ
ド
治
山
公
務
門
同
議
長
）
は
、
d
f
ぺ（い
V

1

？
？
に
て
孔
1
4

ザ」いザ
h
V
J

「日γ
ドムすは、

(,t 
求

刊？
μ
施
’
ケ
釘
十

般
の
地
方
公
務
は
に
つ
い
て
は
、
欠
惰
条
嶋
の
主
げ
引
な
か
っ
た
っ
計
小
、

判
開
浸
山
川
県
（
U
市
九
日
ハ
に
つ
い
ず
は
、

一
第
二
ト
ヒ
条
一
九
よ
り
、
旧
刑
ム
パ
の
規
定
が
な
お
円
て
の
効
々
を
有
し
、

z
れ
に
よ
コ
て
、
六
九
以
上
の
懲
役
ソ
人
は
廿
一
寸
消
以
上
の
川
山

杭
～
サ
！
？
れ
台
長
↓
は
、
的
札
口
身
ー
に
一
以
と
な
る
こ
と
や
得
ず
、
六
ι十
及
到
の
懲
役
f
へ
は
栄
犯
の
削
い
一
九
サ
ム

J

れ
去
戸
は
、
そ

ノ偽決と干の司辺（干c:

は
そ
の
は
行
を
J
え
り
る
こ
と
が
た
く
な
る
ま
で
の
問
、

氏
以
と
ん
＆
る
こ
γ

と
を
得
な
い
ち
の
一
と
解
＼
」
れ
、

J
九、

h
い
え
懲
戒
へ
（
阿
和

年
M
月

駄

ん

l
第
九
一
一
号
に
よ
り
、
丈
dh慾
戒
ム
！
な
こ
の
よ
う
に
改
定
。
η

こ
の
後
、
同
和

ii 

ム月一一

E
法
律
第

に
戸
ロ
り
、
出
店
止
ー

lん
昔
話
注
）
持
出
言
明
弘
に
も
ろ
て
、
懲
戒
免
械
の
処
分
、
庁
、
受
け
、
当
一
政
処
分
の

U
か
ら
士
吉
川
門
担
v

な
い
者

は
、
＋
史
h
l
y
｝
日
る
、
一
ζ

を
ω訂
以
い
こ
制
川
ゴ
ハ
れ
て
一

一
、
川
熊
井
出
（
？
太
古
一
出
方
公
務
門
司
法
ぶ
’
条
解
乱
「

之
子
問
弁
房
、
阿
川
知

五
年

つ
一
れ
）
。

そ
U
J
刑
段
部
分
に
た
る
解
説
士
、
条
文
（
民
連
規
定
古
ん
門
h
J
」
に
却
し
て
み
れ
ば
、
お
よ
そ
庁
、
む
よ
う
に
は
る

η

サ

（！メ人民半、 Gi (o 7; 1039〔2什JZ.I: 



A 

旧
刑
法
（
明
治
一
一
一
年
℃
月
一
七
日
太
政
吉
布
告
第
一
一
六
号
）

r日

第
ー
ハ
条

川
ハ
ム
刊
及
ヒ
開
山
刑
ト
品
ス

J、
円問

（
頃
・
て
項

Fl首

第
十
条

ム
ヱ
記
載
ン
ゲ
ル
者
ヲ
以
一
ア
附
加
川
ト
お
ス

制判奪
r
小山権

停
止
八
九
権

山

g；二

t:li 

平二

川計ヘムポ

ノ、

支
え

二

1
4

第
＝
一
十
一
条

剥
寄
り
ヘ
ム
権
ハ
キ
ノ
怪
マ
剥
奪
ス

同
氏
ノ
特
権

宵
吏
ト
為
ル
ノ
縫

日
ノ、

Fl首

)L 

年
氏
以
及
ピ
孜
師
山
一
ρ
慌
ト
為
ル
ノ

第
＝
十
二
条

重
罪
ノ
珊
一
処
七
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
別
一
官
ιコ
コ
ノ
川
刑
ピ
ス
終
身
八
九
説
明
司
J
W
判
去
ス

全
地
一
一
処
セ
ラ
レ
タ
ル
若
ハ
別
－
宣
告
ヲ
用
ノ
一
ス
現
任
ノ
一
口
北
ヲ
失
μ
一
段
ン
ニ
パ
川
町
川
河
川
一
y

弛
ヲ
行
ブ
コ
ト
ヲ
停
止
ス

第
＝
十
三
条

第
z
ハ
十
三
条

公
権
↑
7

恥
作
J

セ
↑
ノ
レ
タ
ル
者
ハ
主
配
ノ
終
リ
タ
ル
円
ヨ
リ
ム
守

ス
ル
ノ
パ
孔
社
ハ
清
状
二
郎
リ
州
市
本
ノ
公
権
ヲ
復
ス

1f)x人法学lGl l仁前川40[2υ12. 1、



ル
コ

l
ヲ
作

B 

刑
法
施
行
法
戸
田
明
治
図
工
ヰ
一
一
一
月
二
八
日
法
律
第
二
九
号

第
＝
十
三
条

：l
、

λ
ア
μ川

僚
出
川
又
ハ
六
九
川
上
J

懲
役
若
ク
ハ
禁
淵
三
処
ヒ
↓
7

レ
タ
ル
者
ハ
他
ノ

ノ
泊
明
一
一
社
フ
八
四
日
法
ノ
最
罪

ノ
問
一
一
処
ヒ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

第
＝
＋
四
条

山
条
一
一
記
載
、
ン
タ
ル
者
及
ピ
山
川
法
ノ
草
川
升
ノ
爪
ニ
処
ヒ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
悦
ノ
法
け
ノ
迎
用
一
一
付
フ
ケ
八
ム
権
ヲ
一
杭
査

E

一
一
ノ
レ
タ
ル
壬
ノ
ト
ヰ
村
山
政
ス

前
引
ノ
規
ど
ハ
復
権
ヲ
得
タ
ル
者
一
ハ
之

2
起
用
ド
ス

第
＝
一
十
五
条

ヘh
i
主
流
ノ
被
い
な
～

Jι
ク
ハ
な
釘
J
〈ハ

二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ι寸
ハ
位
ノ
リ
い
桂
川
ノ
法
市
二
付
テ
ハ

U
Z川
出
ノ
軽
界
ノ

H

処
ゼ
ラ
レ
タ
ル
一
七
ノ
ト
若
倣
ス

六
h
t

未
満
ノ
叫
品
川
以
一
処
亡
一

7
〆
タ
ル
者
ハ
他
ノ
は
弓
ノ
直
一
川
市
ご
付
一
ア
ハ
旧
羽
山
ノ
重
鎮
湖
一
同
地
亡
フ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
－
J

古川悦ス

久、、
'2ノ

六
年
十
店
病
ノ

一P

ノ
〆
ケ
ル
オ
ー
ハ
他
ノ
法
律
ノ
通
い
町
二
作
い
テ
ハ
旧
刑
法
ノ

レ
込
七
ブ
〆
タ
ル
モ
ノ
ト
看
紋
づ
ハ

ノ偽決と干の司辺（干c:

第
＝
一
十
E

八条

ハ
林
市
九
州
九
一
一
処
ふ
う
レ
タ
ル
苦
リ
戊
ピ
旧
刑
法
ノ

ノ
刑
｝
一
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ズ
ハ
他
ノ
法
律
ノ
幽
日

ハ4
1未
満
ノ

7
れ
一
フ
ハ
川
ノ
執
行
ワ
終
リ
又
ハ
其
執
行
士
元
ク
ル
J

ト
ナ
ヰ
ニ
ギ
ル
マ
一
子
公
権
」
プ
停
ゴ
セ
一
7

1

タ
パ
E
ノ
ト
看
倣
ス

第
＝
十
七
条

他
ノ
法
律
弔
日
刑
庁
、
第
一
条
又
ハ
常
二
一
？
一
条
ノ
規
ど
y
ル
為
λ

人
ノ
資
は
ツ
一
問
、
ン
別
問
弘
、
ノ
規
｛
比
一
ベ
ノ
設
ケ
吋

J
ン

場
合
一
一
汚
テ
ハ
閉
山
刑
法
第
一
一
条
及
ピ
第
二

i
一
一
条
ノ
民
定
ハ
人
ノ
山
首
F

川
市
一
一
潟
ン
同
法
版
行
川
ト
日
一
ノ
効
力
J
J

ム竹ス

パ
ハ
年
以
下
に
の
慾
没
ま
ん
一
は
禁
澗
」

心
配
に
処
せ
ら
ー
れ
た
滋
台
に
は
、
終
身
む
の
公
権
が
来
立
十

し
た
が
〆

L
、
川
町
法
に
レ

3
重
罪
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r日

さ
れ
る
こ
と
（
川
川
法
一

条
、
刑
法
施
行
法
四
条
雨
明

J

公
格
付
？
引
に
当
た
る
翠
界

（
～
年
末
渦
の
懲
役
ま
た
は
禁
鉦
）

ミ〉、

品
川
M

、vr

の
刑
に
い
地
Jt
？
引
い
た
場
合
と
は
異
な
川
、

川
心
付
同
行
を
終
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、

｛
口
市
ん
と
お
る
」
こ
が
で
き
な
か
〉
三

（
川
川
作

J、
円問

乙4二
ノr、

什
寸
）
と
は
い
う
も
の
の
、

公
務
員
法
乙
の
♂
い
は
そ
の
域
中
山
山
る
4
C
f、
は
仕
か
》
た

ま
三
、
こ
の
よ
う
な
亘
芥
を
犯
し
た
剥
奪
公
権
者
で
あ
3
γ

も
、
ム
丁
川
の
終
了
絞
九

「
の
問
状
に
よ
り
長
権
の

道
が
尚
古
れ
で
い
～
ご
〆
｝

現
む
法
〆
｝
の
違
い
は
し
y
d
p
け
刊
！
日
ト
に
小
3
h
v
ゥトよ／〕
J
b
d
h
え
る

（
出
刑
法
ハ
二
条
）

h
J
f

〉、

7γ
ん

ヘ

戸

｝

J
」

／
一
／

以
外
の
世
界
で
は
、
徒
に
み
る
よ
う
に
、
市
罪
に
係
る
欠
給
条
項
の
也
川
玲
外
有
吉
五
平
犯
｝
ン
一
ア
復
権
シ
タ
ル
苔
一
に
浪
る
法
令

4J少
J7
く
な
か
っ
た
て

ド
ぉ
、
d「
ι
一tえ
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が

＼

j

f

ι

 

I
r

－
－
 

f

司

j

r

け

一h
八
円
、
江
作
第
七
日
こ

む
よ
う
に
、
斜
挙

I
J
 

戸
山
町
批
者
中
停
止
公
権
者
で
あ
る
こ
と
一
定
ス
ー
レ

1λ

に
述
、
市
桧
・
被
選
手
格
の
欠
格
下
山
と

L
て
掲
げ
る
正
月

L
U
1刀
に
は
み
コ
た

そ
し
亡
、
こ
う
し
七
公
権
の
剥
／
叫
・
件
止
を
欠
拭
旧
事
山
の
べ

1
7八
2
す
る
さ
え
ん
は
、
出
札
行
宇
相
手
μ
が
施
行
さ
れ
る
宵
読
ま
亡
、
わ
が
凶

（U
K
Aハυに
影
響
ぞ
j
p
j
J

え
絞
け
、
終
述
す
る
よ
う
い
、
制
定
当
時
の
千
校
教
育
z
怜
h

も
そ
の
絞
跡
を
残
ナ
こ
と
に
な
っ
に
の
で
ふ
る

U

ロ
山
行
方
了
げ
で
あ
る
こ
と
を
‘
一
め
ら
れ
た
教
員

ロ則行
T

ハ
花
J
j

ル
ヰ
／
ハ
教
ド
バ
タ
ル
コ
ト
巧
待
ス

Lom川
法
が
制
定
さ
れ
た
明
治

？
に
は
、
「
救
同
日
ハ
い
男
女
／
別
ナ
ク
年
齢

人
咋
以
上
タ
ル
ヘ
一
J

」
と
之
の
て
い
た
教
育
令
（
明
治

2

可
h
八
日
二
九
い
れ
太
政

π布告仏間中凶〈リ一日寸）
一
ム
ロ
条
の

1
圭
一
と
し
て
、
予
」
の

二
一
を
追
加
想
定
」
二
句
、
同
ム
ハ
い
の
改
rt

人
け
た
政
一
h
布
告
示
九
九
号
）

J
b
行
ゃ
れ
で
h

寸
υ川
け
ム
引

z
i
I
 

月
一
一
日
に
文
部
告
述
第
八
什
す
こ
し
て
制
定
を
み
ー
に
小

y

一
下
校
数
民
免
許
状
L

い
ι
J
r
刀
心
自
が

河
牛
じ
月
八
日
に
は

日
年

九
工
丙
改
庁
さ
ー
れ

（
文
部
省
主
州
市

団
？
と
、
そ
の
よ
条
に
お
い
て
一
説
行
不
疋
二
内
リ
ア
立
（
職
弓
併
龍
一
人
ル
ヘ
iι

ハ
市
川
長
状
才
ノ
没
収
ス

Jh更
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の戸
D
h

つ
f
hに
の
る
月
j

川
孜
氏
ロ
則
行
持
ど
規
則
（
文
部
省
略
戸
市

六
川
ケ
）
が
制

ι
手
れ
ゐ
こ
と
に
お
る

一
リ
に
は
、
也
店
、
〆
千
人
改
正
教
ム
口
〈
ム
一

t
条
問
主
下
の
規
定
に
主
九
一
っ
き

そ
の
後
の
改
王
仁

ル
モ
ノ
ト
ス
し
一
規
定
さ
れ
る
と
と
も
ピ
、
同
qi七
月
一

よ
れ
追

y
u
fれ
た
も
の
つ
第
一
款
の
傍
線
部
分
お
よ
び
帯
内
款
は
明
治
ハ
司
t
H
月

庁
一
刀
一
一
川
文
部
省
迂
第
さ
ら
に
よ
り
、
そ
れ
そ
9

一公戸恥）口

（
傍
日
報
部
は
、

C
E
文
部
省
述
内
川
口
号
、
第
六
款
は
川
治
八

第
一
条

学
校
救
ハ
R
M’l
布
行
ハ
ト
午
ノ
北
説
会
ケ
ハ

ム
ヘ
〉

－P

澗
ル
、
者
－
7
以
テ
山
行
ギ
正

第
一
款
問
引
法
二
枚
リ
慾
没
u
U
フ
ハ
禁
獄
許
ク
ハ
鎖
銅
ノ
相
…

相
沼
会
罰
金
ワ
納
ム
ル
能
ハ
ス
ン
一
ー
本
文
ノ
刑
ニ
処
七
一
フ
レ
タ
ル
者
ハ
此
限
二
ア
ラ
ス

川
款
ノ
飛
ヲ
受
ケ
存
一
世
主
秘
話
小
山
川
市
、
一
、
間
叫
ん
K
3ノ
以
取
り
以
一
行
ノ
収
彊
ヲ
聴
uri

レ
タ
ル
ム
古

タ
ル
ヰ
引

第
二
款

第
三
款

身
代
以
ノ
処
八
戸

J

未
タ
弁
償
ノ
表
荻
ヲ
品
、
ヘ
斗

I

ノル

Z

第
四
款

す

γ
幽
暴
激
い
う
ん
恥
ァ
数
日
夕
ル
ノ
同
日
一
関
ス
ル
汚
行
ア
ル
者

二
依
け
謎
霊
祭
鉦
ぶ
l
ノ
刑
ニ
兆
七
↑
ノ

ν
若
ク
ハ
信
用
又
ハ
風
俗
ヲ
中
ス
ル
問
弁
ヲ

第
五
款

新
法
一
川
刑
法
主
桁
オ
筆
γ
t出

ノ偽決と干の司辺（干c:

包
信
用
J

入
ハ
風
俗
ヱ
什
ス
ル
界
一
一

γ
ソ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
犯
シ
罰
会
ヲ
約
ム
ル
コ
ト
詑
ハ
ス
、
ン
フ
一
叶
禁
犯
ノ
刊
一
%
セ
一
フ
レ
タ
ル
者

ハ
此
限
ニ
ア
一
ワ
ス

第
六
款

刊
地
博
犯
処
分
規
則
一
一
波
リ
懲
剖
一
一
川
池
山
L

ラ
レ
タ
ル
昔

第
二
条

第
一
条
ノ
款
計
ク
ハ

一
位
ル
、
者
ハ
学
校
教
員
ノ
誠
二
就
カ
ご
〆
ム
ル
7
【ねス

＼

L

E
ノ
ー
ス

ザ

＋

ニ

：

ノ
後
ト
市
「
一
同
（
刑
判
三
作
罷
ス

rノ、
卜
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r日

川
円
ト
ヘ
十
人
ノ
場
企
一
於
一
ア
ハ
本
人
君
ス
ル
所
ノ
附
範
学
附
ヘ
ム
十
一
世
主
計
吉
救
一
同
町
九
一
昨
状
回
ノ
没
収
ス
ヘ
ン

第

円
山
行
ぷ
正
卜
認
メ
千
校
教
員
ノ
戦
ニ
枕
ク
コ
ト
ヲ
司
サ
、
シ
者
主
】
一
川
戦
ヲ
惇
山
位
、
ン
ゲ
凡
者
－
／
ル
ト
半
ハ
刷
新
手
県
八
ぃ
ヨ

J、
円問

品
一
丹
波
箔
姓
竹
花
二
事
山
一
一
ヴ
H

目
、
ン
ア
！
～
え
が
販
一
一
問
問
？
へ
ヘ
シ

第
四
条

日7「

教
E
Iご
し
て
心
両
日
々
」
汚
す
よ
h

つ
な
行
為
を
L
q
J
Y
F刊
へ
H
品
行
不
庁
刀
者
）
は
、

に
就
か
t
p
y

市
対
に
対
日
取
に
↓
ぬ
る
川
崎
支
ー
に
は

戸
一
れ
を
降
め
さ
せ
る

し川以」

r
q
一
要
す
る
に
、
学
校
設
門
戸
」
山
行
的
、
定
規
則
正
政
uuは
、
こ
の
よ
う
な
と
、
一
ろ
に
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い

、
同
提
出
は

f

地
点
弐
れ
る

！
I
 

事

γ

ぶ
i
h

月

九

U
文
部
哲
法
的
九
口
勺
に
よ

η

学
校
長
に
も
、
制
一
周
す
る
旨

に山しつ一
f

い

ま
た
、
こ
う
し
七
た
か
、
川
治
一
九
年
i

ハ
月
一
ヨ
に
文
部
省
令
第
二
ヲ
と
し
て
公
布
さ
れ
f
小
学
校
教
員
免
計
ほ
別
は
、
去
の

ぶ
京
に
ね
い
て
、
学
校
教
口
口
出
行
検
定
規
則
に
｛
疋
め
る
款
は
口
一
欠
松
市
中
佐
（
同
規
則
一
条
各
款
～
を
、
数
民
免
許
状
の
不
没
ド
J

ま
f

は
没
収
の
出
一
四
国
と
し
て
規
定

か
、
そ
れ
カ
ら
一
口
年
を
川
悦
一
た
明
治
二
九
午

i
に十人
L
山ハ伯ムド誘

号
と
〕
て
公
引
を

月

み
た
「
ヰ
v

早川町ノ恥片了時（「
J
J
H
ア
デ
校
品
位
以
4KAVYJ伐
救
同
日
免
許
出
品
則
は
、
そ
の
ハ
字
、
に
お
い
て
身
体
組
会
か
っ
「
品
行
方
正
」
で
あ
る

A

F

 

こ
こ
を
険
心
資
格
｛
乙
し
て
定
的
、
さ
ど
れ
そ
の
て
ぷ
併
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
戸J

許
状
機
μ
h
：
剥
奪
の
す
む
）
の
宇
山
を
泌
た
ず
る
い

と
に
仕
る
。

第
十
七
条

免
J
J－
状
弓
有
ス
ル
者
十
パ
ノ
事
項
J

一
止
コ
ル
ト
ヰ
ハ
立
（
免
，
川
伏
と
ノ
紙
十
年
ス

ノ
町
一
処
セ
↑
ノ
レ
正
ハ
常
用
M
f
ク
ハ
風
伯
ヱ
γ
什
ス
ル
罪
ヲ
犯
シ
テ
同
副
会
ノ
ャ
爪
｝
処
七
フ
レ
又
ハ
伊
川
瓶
一
一
円
七
フ
レ
ヤ
ノ
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ル
ト
キ

ム
仮
差
ゾ
人
ハ
ま
む
一
分
ω
対
抗
ノ
～
目
白
ヲ
乏
ケ
タ
ル
ト
tf

一
ア
教
円
以
タ
ル
ノ
白
川
汁
巧
ル
、
ン
々
ル

11為
ア
ル
ト
キ

、
」
の
よ
う
日
教
員
免
許
規
則
の
集
十
八
氏
と
も
一
う
べ
寺
も
の
が

救
門
司
免
小
川
ん
い

一
は
殺
A
V
第

i叫
号

明
治
一
一
九
一
口
υ

z
ヘJhリ
ピ
J

い
一
れ
し
〈
的
役
し
て
公
布
さ
ー
れ
た
怠

υ
学
佼
〈
j

「

v
h
J
ムコ

一
こ
一
；

4l
八
月
一
日
効
今
世
引
＝

F
九
U
F
J）

2
が
ま
っ
て
、
こ
れ
ら
の
効
ム
寸
に

山
胤
｛
七
三
宮
校
門
円
ハ
の
欠
格
平
山

そ
の
改
止
規
定
に
’
止
め
る
欠
格
中
山
川
）
が
第
次
大
戦
後
に
制
’
必
を
み
る
学
校
教
宵
法

正
確
に
は

欠
十件
.'¥ 
Lじo; 
1= 

づ

｝ν 

古

形
h~ 日

る示律
へ第

っ

し

も

l召
ね

ー
ハ
日
勺
）

ι川
朋

IU寸
る

や
、
技
ノ
寸
験
仁
川
免
許
芯

いわし河川
h
弟

／
川
和
二
何
桁
戸
汀
一

四
七
号
）

ノl

y 

古川

η
と
之
、
ー
あ
ハ
コ

L

－
i
L
L
J
1
1
i
 

て
は
、
エ
の
γ
ヱ
ア
ル
は
と
、
り
よ
門
戸
7

レ
マ
、
形
成
さ
れ
て
い
｝
た
の
か
ι
以
ぃ

ま
ず
は
そ
の
江
品
川
乞
ιjど
っ
て
み
る
こ
と
〉
し
ょ

表
2
u
d
工
ひ
表
3
J宇
多
町
一
）
υ

表
2 

私
立
学
校
令
・
教
員
魚
許
令
L
定
め
る
欠
格
事
由
（
関
連
規
定
を
含
む
）

ノ偽決と干の司辺（干c:

第
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)¥・' 
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ン イ守 の月
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者
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フ
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玄

九
ン ／ τロヲ

タ
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長民 条区

弓校と

〆j笠1ょ4教；ハi プノコ

e i 各,,. lよこ ？明右
ノ 品
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タ ル
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て

1！メ人民半、日：／三131 Iη4c '20i2. I. 



r日J、
円問

ル
苦
ハ
此
ノ
阪
ニ
布
ラ
ス

だ
役
一
一
服
ス
ヘ
L
P

経
芳
マ
犯
シ
タ
ル
者

削
除

戸
慨
深
若
ハ
家
主
F
Y万
枚
／
｛
口
一
円

市
岡
権
セ
サ
ル
者

仮
定
者
二
、
ン
フ
伝
棒
ヲ
将
汁
ル
げ
旬

「円
h
判

ハ年

又
ハ

JZ山
限
ノ
処
分

者

ノ
ド
償

八
サ
凡

」「
〔

日品川人口
V
M
申
立
ハ
ロ
勺
に
よ
る
改
正
規
定
）

一
依
リ
免
職
－
処
セ
ラ
レ

箇
立
ー
ア
が
れ
セ
ス

2!I 

懲
戒
一
一
紋
リ
児
恥
一
一
処
ャ
ラ
レ
筒
年
ヲ
経
治
セ
ス

日目
又
ハ
燃
え
ヲ
免
除
E
ラ
レ
汁
ル
者

又

ヲ
免
除
七
フ
レ
刊
ル
右

教
h
L
免
心
打
叫
学
年
ノ
処
分
主
党
ケ
二
尚
立

i

ヲ
経
過
ピ

教
C
円免

ιi札
口
慨
奪
ノ
処
分
ワ
受
う
又
ノ
弟
ト
ぃ
条
ノ
奴

7寸

仲
ル
者

む
一
依
U
F
M
川
臓
ヲ
ム
叩
ピ
ラ
レ
一
日
’
h

ヲ
経
河
ヒ
ト
ー
ル
高

位
行
不
vス
ト
ガ
叫
ム
ハ
キ
者

ノ、

性
行
不
良
ト
認
ム
ヘ
キ
表

ム
/< 

第
七
条

引
払

lv
守
山
い
代
ノ
校
長
又
ハ
数
日
二
、
ン
一
y
不
拡
当
ア
り

第
一l:o
条

引
払
t

仏
学
校
ノ
校
長
又
パ
教
員
二
、
J

ァ
不
必
レ
I
つ
り

ト
刊
誌
メ
々
ル
ト
キ
ハ
店
普
H
U
H
ハ
日
間
ノ
勾
J

八
タ
ル
認
可
ヲ

卜
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
佼
μ
呈
け
庁
ハ
之
hv
解
戦
ヲ
命
、
J
J
人ハ

以
消
ス
コ
ト
ロ
ノ
伊
川
七八ノハJヘタル認日リヱぷ消スコトヲ山内

第

教免許J員,' コ

王i
条

んう
ノ， 

お iよこ 日治月

ノ る三

制定当吋 三年三月
該当
八づ ず〕主
｝し

えぷfl上"' 者
' 

」 勅第寸同dコ' 

校長:_ 疋長

国
市口

第

4教許員免寸包づ

玉
条

tr. 
ノ

各F、号， 
る大
ミ主 iE 

/ 正五
後年
の三

~当【i刀~ ，、
規定 三月

ス
Jt' 

ム勅第寸日ヲ
省
ノ、

教示ペJ会ー' 

号

' 
’支 よ
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ノ偽決と干の司辺（干c:

ク
ル
コ

l
ヲ
作
ス

村
山
市
組
以
上
ノ
刊
一
処

P
フ
レ
タ
ル
者
h

位
、
ン
凶
事
犯
一

吋
ぷ
ハ

シ
ア
伝
棒
シ
タ
ル
有
ハ
此
／
限
二

心川川市若

同
一
れ
弓
害
ス

ヲ
犯
シ
チ
詩
人
ム
ノ
刑
一

川
口
七
一
プ
レ
ー
ハ
転
倒

7
1七
一
ア
レ
タ
ル
者

破
庇
若
ハ
家
計
分
以
ノ
〔
口
止
円
ヲ
丘
人
う
得
権
セ
号
ル
有

又
ハ
ぜ
代
山
町
リ
ノ
処
分
ヲ
そ
ヶ
債
務
ノ
弁
償
ヲ
終
へ
刊

ル
以
告

第
十
条

教
戸
、
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
第
土
条
々
什
サ
ノ
一
二
該

ψ
」
ン
タ
ル
ト
キ
ハ
免
許
状
ハ
目
ハ
効
ハ
バ
守
牛
一
フ

第
十
一
条

教
貝
免
許
状
ロ
ノ
有
7

ハ
ル
者
不
ド
f

所
為
川
円
ハ
ノ
仇

数
以
タ
ル
ヘ

T
体
内
ヲ
J

り
写
え
ル
ノ
行
為
f
リ
テ
U
R

ハ
ノ
防

状
乏
ン

l
訟
ム
ル
ト
キ
ハ
正
ぷ
大
臣
ハ
し
れ
ノ
免
持
状
μ

紙

寺ご
ス

ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

禁
制
以
卜
ノ
刊
二
処
セ
フ
レ
タ
パ
者

政
R
u仁
川
ん
か
小
資
分
散
ノ
守
一
告
守
交
ケ
復
権
セ
サ
ル
有

又
ハ
長
代
限
リ
ノ
処
分

ノハ引なり
7
終
ヘ
庁

？レ
苔

第
十
条

数い
μ
免
vVH仏

U

づ
右
ス
ル
再
築
rJ条
件
号
ノ

当
、
ン
ク
ル
ト
キ
ハ

ハ
同
ハ
効
力
ヲ
尖
ソ

第
十
一
条

品
札
口
先
店
以
ヲ
有
ス
ル
在
不
一
L
ノ
刈
為
立
ハ
ノ
他

孜
R
タ
ル
ヘ
キ
村
山
ヲ
川
与
え
ル
ノ
行
弘
ア
汁
ノ
フ
立
ハ
ノ
情

状
三
ン

ム
ル
ト
午
ハ
V
人部

k
C
ハ
葉
ノ
丸
山
占
状
ヲ
挺

奪

」ム

＇~ 
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r日

表
3

学
校
教
育
法
・
教
育
議
員
免
許
法
l
定
め
る
欠
格
世
帯
白
（
関
連
規
定
事
含
む
」

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
二
年
三
月
＝
一
一
同
法
律
第
二
六
口
市
L

学
校
教
育
京
（
昭
和
二
四
年
有
月
一
ニ
一
日
法
律
第
一
四
八
号

よ

る

制

定

当

時

の

規

定

）

に

よ

る

会

立

改

正

後

の

想

定

」

第
九
条
ト
円
心
科
寸
の
に
該
当
す
る
者
は
、
山
代
目
又
は
教

去
と
ヘ
占
る
日
｝
J
が
で
き
な
い
ι

一
栄
治
医
者
λ
は
刊
栄
治
産
者

長
期
ー
た
て
に
祭
釘
以
よ
り
刑
に
川
辺
、
せ
ら
れ
た
お

二
長
期
ー
た
い
れ
れ
尚
の
渋
川
匂
又
は
禁
制
心
同
に
也
せ
ら
れ
、

刑
り
M
刊
行
主
体
、
り
、
又
は
刊
の
執
行
を
受
け
る
こ
？
と
の

か
h

い
こ
と
に
一
ヱ
戸
つ
な
い
占
y
h

前
条
の
而
ノ
庁
次
一
！
日
の
処
分
さ
受
け
、

J、
円問

l日

一
一
司
を
川
時
過

、）伝いア↓－

子主

昭

和

二

介

軟

ム
I
第
可
一
ハ
二
り
に
よ
る
紋
戟

T

市
適
川
用
者

ム
ノ、

性
行
不
良
、
／
一
ぷ
め
ら
れ
る
者

第
九
条

十
戸
の
か
今
ロ
ワ
心

に
設
当
ふ
り

2

る
か
告
は
、
校
長

Z
は
教

川
口
れ
と
な
る
こ
と
が
で
言
な
レ
c

川
市
治
時
省
又
は
準
禁
治
問
者

栄
町
」
以
二
ω
川
に
処
世
ら
計
千
広
告

が
い
前
状
「
以
上
げ
の
処
分
h
d
受
け

咋
を
だ
尚
一
し
な

t
u
z
 

四

は
本

E
憲
法
施
行
心
円
以
絞
に
お
い
て
、
川
上
小
川
中
広

法
又
は
そ
の

F
に
成
？
U
し
た
ば
問
主
暴
力
で
純
一
段
す
る
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ノ偽決と干の司辺（干c:

こ
と
主
、
ド
rw一
一
ト
リ
司
令
政
え
そ
の
他
の
図
体
会
ム
弘
此
7

し、

d
A

教
育
職
員
免
許
法
「
昭
和
二
四
年
五
月
＝
二
日
法
律
第
一
悶
七
号
い
よ
る
制
定
当
時
の
規
定
）

授
与

世
部
五
丸
木

北
口
在
免
許
杭
及
び
十
川
へ
免
礼
状
は
、

川
別
か
」
士
、
品
川
若
し
く
は
絡
に
｛
モ
め
る
北
長
資
的
引
を
有
L
、
口
宅
、
大
ン
J

若
し

く
は
文
部
大
正
む
出
同
定
す
る
英
克
教
諭
芯
成
機
関
に
お
い
て
別
表
第
、
第
芝
し
く
は
悠
一
に
ー
ど
め
る

J

早
い
を
修
得
し
た
者

又
は
救
山
門
職
UH検
定
に
合
併
し
た
者
L

授
と
え
1
2
7
Q
へ
い
L
、
左
心
芥
什
寸
川
一

凡
該
当
す
る
ム
古
に
は

1、、

ー
八
歳
末
渦
り
者

高
等
学
校
を
や
楽
し
な
い
者

品
一
常
の
4
同
程
以
外
の
み
紅
に
お
け
る
一
L

れ
に
相
当
す
る
も
の
や
修
了
レ
hu
い
者
を
今
日
h
u
u
J

但
1

山、文川品川
I
八
じ
に
お
い
て
品
等

rry況
を
羊
菜
、
）
た
者
と
川
等
以
！
の
資
仲
間
宮
有
す
る
〉
認
め
台
1
h
d
除
く
に

川
市
治
す
斗
8
オ

i''i 

禁
」
以
上
の
刊
に
丸
、
げ
ら
れ
た
者

免
↓
川
状
絞
l
げ
の
処
分
を
交
け
、
山

i
d
M札
～
付
の
戸
れ
か
ら

年
を
経
過
1
ν

な
い
者

干［

川
上
小
凶
志
法
施
行
の
日
以
依
げ
い
お
い
て
、

日
本
中
」
恵
比
、
又

ωそ
の
h

に
成
ん
げ
し
た
孜
副
を
暴
力
て
般
原
～
す
る
こ
ζ
J
b
y二
丁
張

ム
r、

す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
z
ぜ
結
成

L
、
え
は
こ
れ
に
凶
人
？
に
、
者

Fも

ム

~：~ 

「缶
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r日J、
円問

失
効

世
帯
十
条

免
占
状
を
古
h
L
ヨノス
V

斗寸；
h
l
v

第
h
条
む
一
千
日
中
第
一
一
号
、
第
川
サ
J
v

へ
は
第
ハ
号
に
該
当
す
る
に
？
っ
た
と
き
は
、
免
許
状
は
、

そ
の
効
力
を
失
う
っ

rm境
η
規
dw～
に
よ
り
、
ハ
%
前
状
が
失
効
T

V

V

ヘ
；
さ
は
、
子
校
え
は
教
育
委
員
会
心
川
人
仏
「
る
部
道
引
川
県
の
K
h
J
慌
苔

一、学校

,, 
又
は
教
育
会
員
会
に
内
，
務
L
て
い
広
い
苫
に
あ
っ
て
は
住
所
地
心
授
守
rM
唱者）

は
、
そ
の
免
ι日
状
を
定
還
さ
什
（

οも
の
に
す
る

U

取
上
げ

第
十
一
条

法
令
の
規
定
に
放
立
に
九
四
一
一
し
、

え
は
技
官
戦
い
れ
に
る
に
ふ
、
づ
わ
し
く
は
い
、
必
行
が
あ
っ

山
市
北
川
状
主
有
す
J
G
者以川、

こ、

zmvfp旧
状
が
重
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は

（
学
校
F
入
は
於
J7委
員
公
に
勤
務
し
て
い
な
い
苫
に
為
つ
て
は
件

所
挑
む
い
さ
つ
権
者
）
は

第
十

人心
L
P
U
め
る
手
続
～
処
分
市
下
院
説
明
h
4
H
C

！
父
山
刊
に
始
ま
る
者
十
作
手
続
宏
指
す
筆
者
、
引
ノ

を
い
桁
て
、
そ
の
免
治
決
を
絞
り
上
げ
る
ご
と
が
ゼ
み
さ
る

d

刊
し
、
現
山
職
に
あ
る
書
に
つ
い
て
は
、
懲
戒
免
職
の
処
分
を
公
け
、

F

の
給
状
が
れ
東
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
同
以
る

村
市
川
以
l
ノ
刑

－
処
ム
ラ
ン
タ
ル
ア
1

v

刑
罰
に
係
る
教
い
の
欠
w刊
早
日
は

明
治
時
代
が
れ
、
ね
り
を
告
げ
る
闘
に
は
に
、
ト

川叫鮫
1

〆
て
い
た
い
く
が
、
と
れ
わ
札
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
内
需
の
役
～
明
治

か
ら
数
三
ー
よ
、
一
千
円
余
午
の
山
城
月
が
経
過
し

日
体
は
既
に
交
い
心
ハ
も
は
や
臼
事
犯
の
み
を
特
別
扱
い
す
る
必
安
は
な
く
な
っ
て
い
に
。
表
2
か
ら
は
、
そ
の
よ
え
な
時
代
の
変
化
も

し一向
F
f
m
E
F
が
で
き
る

P
F
1
p
t

、ー、」ム↓
1
4

、、

！了

ιー＃
y
t
R
リ
μ

刀

1

1

4

d

i

l

d

：
 

到
d

〆
丸
、
「
ご
ね
υ叫
M

ド
以
山
川
ハ
年
の
奈
川
旭
川
一
ト
の
刊
i

に
処
セ
ら
れ
に
者
と

長
問
ハ
年
十
不
満
の
誌
は
又
は
禁
姻
り
け
ー

に
処
せ
ら
、
れ
た
刊
行
を
門
判
別
し
て
レ
ん

仏
市
に
つ
？
～
よ
う
に

当
時
の
V
－
史
の
例
に
倣
う
も
の
で
お
っ
こ
店
、
品
二
次
大

｛
中
止

3

むつ
I ' 0 
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戦
前
は
い
わ
ゆ
る
待
通
（
け
ー
に
と
、
）
て
遇
さ
れ
て
い

与
の
身
分
子
純
然
た
る
青
山
に
町
、
や
り
ふ
れ
て
い

、
rH立
学
伐
の
数
料
帆
一
貝
、
r
同
様
、
昭
和
一

ι小
六
川
い
は

U〕

こ
い
う
事
実
に
も
、
辻
む
す
る
必
事
が
あ
る
〉

他
方
、
学
校
教
八
け
法
の
制
’
t

「
昭
和
二
年
一
今
月
一
一

F
h
公
布
後
間
も
な
く
、
刑
法
の
改
王

一
一
介
。
リ

ノ、

u 
，，，ト

万
円

H

〆
日
干

第

デ

ハ

〕

J
o
hり

同
作
一
に
は
そ
の
制
定
当
初
か
ら
あ
っ
と

川
川
ノ
執
行
一
拍
子
ノ

3
3命
ヲ
取
れ
サ
ル

五
円
施
／
わ
）

司

7寸，」

ル
」

i
づ
ク
シ
一
／
猫
4
1
ノ
民
間
ァ
経
以
上
シ
タ
ル
｝
エ
ハ
川
ノ
一
t
波
ハ
其
品
川
H
パ
ブ
止
へ
フ
」
と
え
必
る
二
三
条
に
加
、
一
λ
、
一
雄
市
淵
以
i
ノ川川

ノ
川
崎
行
ヲ
終
リ
ソ
へ
ハ
先
決
行
ノ

ヲ
作
タ
ル
者
罰
金
以
〕
ノ
爪
ニ
処
ヒ
ラ
ル
ル
コ
い
ナ
ク
シ
一
ア
l
年
ヲ

タ
ル
ヘ
ー
ユ
ハ
H
（
効
力

ヲ
尖
ソ
一
と
ど
め
る
規
tι

（
一
四
条
ノ
二
綜
項
前
日
収
」
も
、
新
た
に
設
け
ら
れ
て
い
に

f

し
か
し
、
を
心
忠
則
に
公
布
古
み
た
同
紙
公
務
員
リ
レ

！日

王
子
ハ
〉
月
二
一

U
M律
第
一
二
三
サ
、
唱
和
一
一
二
汁
1
一
月
日
施

1 J 

は
、
一
」
の
よ
う
な
市
誌
の
だ
め
に
よ
る
日
ょ
な
く
、

一
料
示
制
州
以
十
U
U
H
v
h

独
ー
一
の
道
j

や
求
人
」
、
」
と
に
な
る
ν

つ
4Zη

、
ーもヲ一、
h
下

九

」

r
J
j
l
ν

一
ク

1
j

処山
V
i

ワ
一
れ
、
（
て
の
前
刊
行
ー
を
終
わ
る
ま
で
止
は
執
行
J
V
受
げ
る
、
一
と
が
な
く
な
る
ー
で
の
者
」
を
欠
格
市
中
防
と
し
と
定
め
る
同
？
三
一
ヘ
条

号
の
川
崎
f
U

（
与
の
後
、
昭
和

月
一
ヨ
に
公
布
さ
れ
允
枇
J

刀
公
務
員
訴
も

一
ー
ハ
久
ふ
「
寸
～

γ一ぬいて、

国
家
公
務
貝
ぽ

ll 

" す一

の
削
刊
に
紙
、
ー
が
ふ
れ
で
あ
る

ν

ノ偽決と干の司辺（干c:

コレ、

公
務
自
円
で
あ
る
と
救
貝
で
あ
る
と
な
問
わ
ず
、
村
山
一
了
泊
以
上
の
川
に
処
止
戸

J

れ
l

心
川
崎
介
、
執
行
狛
子
が
付
い
た
と
き
は
、

そ
の
期
間
心
満
了
を
も
う
て
欠
点
パ
事
由
が
消
滅
「
る
止
の
の
、
執
行
猶

f
子
お
か
な
か
っ
た
乙
き
は
、
公
為
自
に
つ

L
て
は
刊
の
1
尚
pf

を
終
え
る
こ

t
に
よ
っ
て
穴
得
手
力
が
消
滅
す
る
の
に
対
ー
ょ
に
、
教
員
に
つ
い
て
は
刑

罰八
Y
4

以
ト
の
刑
に
処
せ

ら
わ
い
る
こ
こ
日
，
＼

さ
ら
に
一

C
T
J
V－
経
沢
一
し
な
け
れ
ば
欠
情
事
由
が
消
滅
L
な
川
、
と
い
う
忍
い
か
刈
お
心
的
に
は
4
じ
る
こ
エ
ピ

／よ

手一一」、
7

7

 
欠
格
雫
白
土
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
は
、

しいン
yれ
に
什
よ
止
法
裁
口
市
の
同
組
で
あ

t
、

治
則
以
工
の
引
に
処
せ
ん
、
れ
、

（！メ人民半、日：／三181 1r:s1 '20;2_ 1. 



r日

こ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
れ
ノ
、
え
は
刑
の
執
行
キ
受
け
る
こ
と
が
な
く
ま
っ
主
人
［
か
ら
一

〉一日つ」」、私スノ
v

、、同刊

J

1

7

t

l

t

！
 

年
な
川
町
踊
〕
な
い
去
」

法
と
は
ま
コ
た
く
民
な
る
形
芝
、
で
の
欠
格
宇
田
を
定
め
る
け
広
〈
い
も
支
際
に
は
多
L

そ
の
場
台
、

秋
’
h
猶
予
が
れ
か
な
か
っ

f
t
き

J、
円問

は
、
欠
山
市
市
宇
田
が
消
滅
す
る
ま
て
の
山
川
判
が
二
司
刊
に
店
内
向
さ
れ
る
こ
乙
に
な
る
が
、
執
行
猶
予
が
お
い
ん
に
と
き
は
、

年
間
げ
の
期

間
引
妊
U
K
J
バ
れ
る
と
い

h

つ
問
題
も
あ
Q
u

絞
苔
に
つ
、
て
は
刑
法
七
条
U
4
4
め
に
よ
る
と
、
う
解
釈
も
あ
る
よ
う
て
あ
る
円
、
工
仏

川以

も
ま
た
げ
法
裁
豆
の
問
題
一
い
ろ
い

F
は
可
能
で
あ
ろ
ろ

U

ま
ん
一
、
こ
有
し
た
な
か
、
心
p
い
み
た
よ
「
に
、
吹
前
の
な
J
v
子
佼
ハ
J

に
倣
っ
て
、
制
定
当
初
乃
一
学
校
教
育
法
に
は
」
公
約
手
出
と
し
て

山
胤
｛
記
さ
れ
て
い
と
一
吟
行
不
良
と
認
め
ら
れ
る
者
一
炉
、
そ
の

ヰ
後
に
は
、
対
仏
ト
hH
職
員
免
計
法
務
行
法
（
昭
利
一
万
均
十
一
J
H
一

ム
出
律
第

何
八
日
す
、

一
三
条
の
定
め
る
し
士
一
ろ
に
よ
り
、
あ
っ
け
な
く
で

同
作
九
月

円
ι
お
わ

J

」
と
に
な
る

た
し
か
に
、
そ
の
本
件
と

b
い
う
べ
き
教
育
臓
只
免
許
法
に
お
い
と
は
、
ー
数
合
職
員
た
る
に
ふ
き
わ
し
ぐ
な
い
主
／
れ
が
為
っ
て
、

そ
の
は
刊
什
引
が
重
い
と
認
め
ら
れ
ヒ
と
き
は
、
品
化
計
状
け
や
取
り
ト
げ
つ
れ
る
可
抱
位
が
戒
さ
れ
た
と
は
い
う
も
の
心
、

「
散
戒
免
職
の

処
分
を
受
け
、

反
に
教
械
に
あ
る
者
は
ヲ
ふ
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
延
容
な

νg 

f古
tν、。、
重

レ

ロ心;; 
>') 

れ
一一 台

31: ' 
をき
之容 」

日flCJ えJ

'': I在

搭
一
戸
が

h
ず
で
は
J
帥
乙
、
つ
れ
て
い
る

（
同
法

同h
h

つ
い
、
欠
裕
司
d

け
の
立
十
交
は
、
い
一
」
同
士
山
下
白
い
該
当
す
る
去
を
排
除

rる
」
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

八
二
突
の
立
U
J
式
は
、
む
し
ろ
午

の
抑
止
対
呆
に
あ
る
。
刺
川
釘
以
ト
の
川
ピ
処
せ
つ
れ
る
よ
う
な
し
J

ハ
吋
に
山
山
れ
ば
、

次
員
に
は
主
る
こ
と
か
仁
き
γ
、
況
に
救
般
に
あ
る

μ匂
坤
J
山
サ
ゲ

」
の
こ
乙
が
市
H
T
v
m
に
わ
か
っ
て
い

、
そ
の
す
一
ノ
な
行
、
の
に
忘
る
者
は
そ
ベ
そ
う
い
な
い
」
し
た
即
日
v

ヮ
て
、

欠
点
U
J山
の
内
科
は
、
必
ず
し
も
具
体
的
で
あ
る
必
安
は
日
い
u

人
と
L
て
の
泣
か
｝
踏
み
れ
い
亡
尺
将
来
は
陪
；

け
山
r
七
万
巴
t

性
行
不
具
」

日
制
に
る
か
は
、

常
識
ゲ
、
判
断
す
れ
ば
丸
一
色
科
伎
は

わ
か
る
u

慌
に
い
の
よ
司
に
レ

3
こ
J
H
m
可
能
な
ら
ば

:IC 
祁

川
年
に
わ
が
民
は
z
一
の
選
択
を
玖
っ
h

c

加
う
も
レ
う
こ
と
が
で
き 11 

、k人法学） 61 '" 20）キ：Oo2[2υ12. 1、



L
L
P「
J

）

た
に
し
、
回
一
V

人
～
学
法
人
心
な
か
に
は
、
治
｝
打
に
は
貝
－
悼
肘
試
験
を
実

m
L
C
い
る
乙
こ
λ
も
み
白
川
ノ
、
七
む
い
が
ム
f

」
は
統
今
一
H
河
川
ru凡心

人口比
1

んヤ一必川広三

ν
？ない一

（2
一
以
、
役
社
団
法
人
凶
一
大
子
協
会
の
〉
L

y

h
ノ

リ
J

h

に
樗
載
さ
れ
～
試
験
案
内
r
kる

一
っ
こ
は
お
、
以
l
に
記
／
行
L

「ハヰ日
d

に
つ
い
く
は
、
二
十
一
三
れ
一
再
同
法
科
大
ι
教
授
の
款
一
ハ
土
一
品
「
ち
な
み
に
、
欠
情
有
戸
て
み
勺
一
成
年

被
仏
限
定
人

A
ひ
被
一
い
弘
人
一
に

J
午
禁
治
帰
省
し
〈
q
J
T
て
一
／
）
山
山
、
田
容
公
治
ヨ
搾
附
武
口
M
V

（U
A
7
検
案
内
一
一
人
事
内
）
で
ふ
明
コ
4
さ
れ
一
t
v
J
J
F

Z
一
一
ん
と
ぺ
筆
者
け
身
ば
、
こ
れ
を
凶
衣
公
務
口
又
は
独
μ
行
政
法
人
一
総
務
省
）
μ
l
p
i山
市
内
長
第
三
ー
す
に
氾
定
」
3
7
匂
出
υ
行
凶
！
山
！
へ
や
｝

い
う
｝

u
f
L
ノ
広
三
れ
に
濯
ず
φ

公
示
人
心
岐
員
レ
し
1
U

仁
川
懲
戒
日
以
止
は
ケ
心

l
d

に
件
当
す
勺
処
公
を
え
f

h
て
が
あ
〈

J

誌
で
、

t
c
処
分

刀
？
か
ら
／
L

を
臼
1
4
1
J

て
い

k
い
羽
」
円
十
1

弐
め
匂
ご
と
と
庖
巾
↓
一
て
め
る
し
考
え
に
ぜ
令
〈

一
氏
。
一
三
亡
、
日
本
同
特

Jf何
ず
る
粁
に
も
受
ぬ
資
料
が
み
る
こ
ヤ
」
を
刊
確
と
「
る
に
め
て
旨
誌
に
一

H
本
凶
結
r
人
い
を
｝
村
山
す
る
公
民
は

ーめ
λ
J
一つ

一日、

た
一
三
リ
九
月
、
公
戦

E
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